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9.産業と技術革新の基盤をつくろう
強靭なインフラの整備、包摂的かつ持続可能な産業化の促進・イノベーションの推進を図るＳＤＧｓ17の目標

【翠の会作品展】

展示
期間

4月15日(金)～4月20日（水）　※　役場開庁時間のみご覧いただけます。
庁舎1階ロビーに展示します。広報掲載作品と実際の展示作品が異なる場合があります。

阿久比町のオアシス

文化の泉
　町内で活躍する皆さんの力作
を募集しています。

中野瑛翠さん 山下敬苑さん 前田泉翠さん

■応募方法　掲載を希望する作品などを中央公民館
　　　　　　本館窓口まで持参してください。
　　　　　　（選考は社会教育課で行います）
■問い合わせ先　社会教育課公民館係　
　　　　　　　　　（４８）１１１１（内１５０１）

　新年度を迎え、新1年生の児童・生徒や新社会人の姿を見掛けるように
なりました。この時期は、不慣れな交通環境での通学・通勤による交通事故
の発生が心配されます。
　春の全国交通安全運動として、次の運動重点に沿った運動が全国で展
開されます。皆さん一人一人が交通ルールの遵守と交通マナーを実践し、
交通事故の防止に努めてください。

運動重点
▽　子どもを始めとする歩行者の安全確保
▽　歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上
▽　自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

　昨年7月に阿久比町は、高齢者や児童・生徒などの交通弱者を守
り、交通事故による犠牲者を出さないために「歩行者優先」のまちを
宣言しました。
　私たちの生活において移動手段として欠かすことのできない自動
車や自転車。ちょっとした不注意で交通事故につながり、命を奪ってし
まうこともあるため、特に交通弱者である「歩行者」を守ることが大切
です。悲しい事故を防ぐために、「歩行者優先」はマナーではなく、守
るべきルールであることを意識しましょう。
■問い合わせ先　防災交通課交通係　　（48）1111（内1209）

▲　交通安全教室の様子

▲　手を挙げて横断する児童

春の全国交通安全運動春の全国交通安全運動
4月6日（水）～4月15日（金）

～　その一歩　踏み出す前に　確認を　～

阿久比町は「歩行者優先」のまち！阿久比町は「歩行者優先」のまち！阿久比町は「歩行者優先」のまち！




